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＜解説＞

抄録
近年の児童虐待報告件数の増加や子どもの死亡事例は，公衆衛生および福祉へのインパクトは大き
く，社会の課題となっている．昨今，児童福祉法および関連法の改定が続き，特に平成28（2016）年
の改定では，市区町村の児童虐待予防および子育て支援の中心として，子育て世代包括支援センター
や子ども家庭総合支援拠点の整備が明記された．現在，全国の自治体は，それらの整備に着手してい
るものの，それらの機能や役割を明確にできないことなどの理由のために，その設置には多くの課題
がみられる．
児童虐待に関しては，2000年代以降，事後の対応から予防を中心に据えた公衆衛生学的アプローチ
にシフトし，世界的にも児童虐待の現状把握，そのリスク要因，保護要因，虐待の影響，予防戦略の
エビデンスが構築されてきた．また児童虐待予防に対しても，1次予防から 3 次予防までのレベル別ア
プローチが提唱された．そして，構築されたエビデンスをもとに，アプローチ方法を実践するために，
包括的なケアやシステムアプローチをとる必要性も示されている．
日本では，平成18（2006）年以降，高齢者を対象に包括的ケアの提供を「地域包括ケアシステム」
として実施してきたが，その構築では，介護（福祉）と保健（公衆衛生）の統合の失敗も指摘されて
いる．児童虐待予防のためのしくみづくりにおいて，包括的ケアの理論と「地域包括ケアシステム」
の経験の学びから，包括的ケアシステムを構築する目的は何か，どのような型の統合を目指して，何
と何を統合するのか，それらを意識して，しくみ構築を進める必要があり，近い将来，それらの好事
例が登場することを期待したい．

キーワード：児童虐待，予防，公衆衛生的アプローチ，包括的ケア

特集：子どもへの虐待のない社会の実現に向けて
　　　―児童虐待予防に向けた課題と戦略―



J. Natl. Inst. Public Health, 70 (4) : 2021

大澤絵里，越智真奈美

386

I．はじめに

児童虐待報告件数は，増加の一途をたどっている．児
童相談所での児童虐待相談対応件数は，令和元（2019）
年度には19万件を超え，毎年前年比10％～20％で増加を
している[1]．昨今，児童虐待予防に関連した法律の改
正が続き，多くの指針や体制・対策強化の通知が発表さ
れている[2]．地域における児童虐待予防の体制につい
ても，平成28（2016）年の児童福祉法等の一部を改正す
る法律により，母子保健法22条が改正され，妊娠期から
子育て期にわたる切れ目のない支援を行う「子育て世代
包括支援センター」（法律上の名称は「母子健康包括支
援センター」，以下センター）が新たに規定され，市町
村は同センターを設置するように努めなければならない
ことと明記された[3]．また同じく平成28（2016）年の
法改正により，児童福祉法12条 2 では，児童及び妊産婦
の福祉に関し，実情の把握，情報の提供，相談，調査，
指導，関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う
ための拠点（市区町村子ども家庭総合支援拠点，以下拠
点）の整備に努めなければならないと新たに明記された
[4]．
本稿では，昨今，センターや拠点が中心となり構築さ

れつつある地域での児童虐待予防のしくみについて，公
衆衛生的アプローチと包括的ケアの理論に照らし合わせ
考察し，今後，日本の市町村を中心として，地域におい

てどのようにそのしくみを作り上げていく必要があるの
かを論じる．

II． 児童虐待に対する公衆衛生的アプローチの
発展

児童虐待が社会の課題であるという訴えは半世紀以上
前からみられている[5]．平成14（2002）年に国際保健
機関（WHO）が，暴力と健康をテーマに「World Health 
Report Injury and Health」を発表し[6]，子どもへの暴力
やネグレクトを含む虐待に対して，公衆衛生従事者がで
きることとして，暴力を生み出す行動，社会，環境要因
を変えることで，事後の対応とされてきた暴力への対応
を予防という視点で補完できると示した[7]．公衆衛生
的アプローチの 4 つのステップとは，⑴問題の特定とモ
ニタリング，⑵リスク要因と保護要因の特定，⑶問題に
よる影響の重大性の理解，⑷予防戦略の開発と検証，お
よびそれらの広範な普及および適用である[8]．被虐待
経験は，その後の喫煙や過剰なアルコール摂取などの行
動や不安症やうつ症状の発症など，長期的に影響がある
と言われ[9]，その問題の重大性の認識が世界的に広が
り，児童虐待に対するその実態把握や研究が進んでき
た．児童虐待の実態把握とそのモニタリングは，過小評
価などの限界はあるものの，例えば米国では過去 1 年間
に 7 人に 1 人の子どもが暴力やネグレクトを受けており，
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The recent spike in child abuse and child mortality reports has significantly impacted public health and wel-

fare. This has evolved into a major challenge for society. The Child Welfare Act and related acts have been con-
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令和元（2019）年には1840件の死亡事例が起きたことが
報告されている[10]．日本における児童相談所における
児童虐待相談対応件数は，平成 2 （1990）年度より統計
を取り始めた約30年前から右肩あがりの増加が認められ
ている[11]．虐待リスク要因として，成長発達が遅い[12]
などの被虐待児の要因，若年，多子，低い教育歴，低所
得，精神疾患の既往[12-14]などの加害親の要因，家庭内
のコンフリクト[15]，暴力や犯罪が多い，失業率が高い
などの地域との関連[16, 17]が報告されている．一方で，
婚姻や高等教育，社会的な支援ネットワークへのアクセ
ス [18]や近隣の社会的信頼が保護要因となり，乳幼児へ
の虐待リスクを低めること[19]が報告されている．それ
に対して，経済的支援，人生の初期からの質の高いケア
や教育，ペアレンティングスキルの強化などが予防戦略
として示されている[20]．
公衆衛生的アプローチのもう一つの考え方として，一
次予防，二次予防，三次予防のステージ別の対応がある
（図 1 ）．子どもへの虐待については，一次予防は，虐
待やネグレクトが起こる前にその発生を防ぐことであ
り，すべての子どもや家庭を対象にした予防的な活動や
コミュニティやサービス提供者への教育，連携やネット
ワークの構築などの環境づくりの活動である．二次予防
は，虐待ハイリスクの家庭やすでに虐待を受けている子
どもを対象に，早期介入によりさらなる被害を防ぐため
の活動である．三次予防は，重傷を負った子どもの医療
ケア，子どもの保護，そして虐待の再発防止である[21, 
22]．日本においても，20年以上前から図 1 のピラミッ
ドの考え方が提示されていたが[23]，改めて，平成28
（2016）年度の児童福祉法等の改正[24]において「児童
虐待の発生予防」「児童虐待発生時の迅速・的確な対応」
「被虐待児童への自立支援」が強調され，具体的な施策
が示され，日本においても，公衆衛生的アプローチでの
児童虐待への対応のしくみの構築が期待されている．

III． 日本の地域における児童虐待予防のため
のしくみ

表 1 は，日本の地域における児童虐待予防のための主
な機関の一覧とその目的，役割を児童福祉法，母子保健
法，また機関設置のためのガイドラインなどからの情報
をまとめたものである．
センターは，平成28（2016）年の母子保健法改正によ
り市町村の設置努力義務が明記された．「ニッポン一億
総活躍プラン」（平成28（2016）年 6 月 2 日閣議決定）
に基づき，令和 2 （2020）度末までのセンターの全国展
開が目指され，令和 2 （2020）年 4 月時点で1288自治体
がセンターを設置した[25]．母子保健法[26]および子育
て世代包括支援センター業務ガイドライン[27]によると，
センターの設置の目的は，母性並びに乳児及び幼児の健
康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことであ
り，主な業務は①母性並びに乳幼児及び幼児の健康保
持・健康増進に関する支援に必要な実情の把握，②母子
保健に関する各種相談に応じ，必要な情報提供・助言・
保健指導を行う，③支援プランを策定し，保健指導を行
うこと，④関係機関との連絡調整を行うこと，⑤健康診
査などの母子保健に関する事業を行うことの 5 つが記載
されている．また，ガイドラインでは，安心して妊娠・
出産・子育てができる「地域作り」もセンターの重要な
役割の 1 つであるとの記載がある．
子ども家庭総合支援拠点は，平成28（2016）年の児童
福祉法の改正により，市町村の設置努力義務が明記され
た．平成30（2018）年に決定した「児童虐待防止対策
体制総合強化プラン」で，令和 4 （2022）年度までに全
市町村に設置することが目標とされ，平成31（2019）
年 4 月時点で，283自治体が拠点を開設している[28]．児
童福祉法[29]および市区町村子ども家庭総合支援拠点設
置スタートアップマニュアル[30]の中では，その設置の
目的は，子ども及び妊産婦の福祉に関し，必要な実情の
把握に努め，情報の提供を行い，家庭その他からの相談
に応じ，調査及び指導を行うとともに，その他の必要な
支援に係る業務を適切に行うことであり，主な実施業務
について，①子ども家庭支援業務（実情把握，情報提供，
相談対応，総合調整）に係る業務，②要支援児童及び要
保護児童等並びに特定妊婦などへの支援，③関係機関と
の連絡調整，④その他（里親支援等）と示されている．
この他にも，地域での児童虐待予防の取り組みにおい
て重要な役割を担う機関は多い．本稿では，比較的最近
の市区町村の児童虐待防止と対応に関する事業，業務，
活動に焦点をあてるため，詳しくは言及しないが，戦
後，困窮する子どもの保護活動から始まり，現在では児
童虐待を中心とした養護相談，その他にも非行相談に対
応している児童相談所の存在は大きい．また，地域や家
庭への専門的な助言や指導を実施する機関として，平
成 9 （1997）年の児童福祉法改正のもと設置が進められ
た児童家庭支援センターも存在する．

図 1  児童虐待予防のための公衆衛生学的アプローチ
文献[21-23]を参考に筆者が和訳，改変
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表 1　自治体に存在する主な児童虐待予防に関連した機関
子育て世代包括支援センター 子ども家庭総合支援拠点 児童家庭支援センター 児童相談所

根拠法 母子保健法 児童福祉法 児童福祉法 児童福祉法
設置開始年 平成28（2016）年 平成28（2016）年 平成 9（1997）年 昭和22（1947）年

設置主体 市区町村 市区町村
地方公共団体及び社会福祉
法人（都道府県知事が認め
たもの）

都道府県、指定都市及び児
童相談所設置市

設置目的
母性並びに乳児及び幼児の
健康の保持及び増進に関す
る包括的な支援を行うこと

子ども及び妊産婦の福祉に
関し、必要な実情の把握に
努め、情報の提供を行い、
家庭その他からの相談に応
じ、調査及び指導を行うと
ともに、その他の必要な支
援に係る業務を適切に行う

地域の児童の福祉に関する
各般の問題につき、児童に
関する家庭その他からの相
談のうち、専門的な知識及
び技術を必要とするものに
応じ、必要な助言を行うと
ともに、市町村の求めに応
じ、技術的助言その他必要
な援助を行うほか、保護を
要する児童又はその保護者
に対する指導を行い、あわ
せて児童相談所、児童福祉
施設等との連絡調整等を総
合的に行い、地域の児童、
家庭の福祉の向上を図る

子どもに関する家庭その他
からの相談に応じ、子ども
が有する問題又は子どもの
真のニ－ズ、子どもの置か
れた環境の状況等を的確に
捉え、個々の子どもや家庭
に適切な援助を行い、もっ
て子どもの福祉を図るとと
もに、その権利を擁護する

実施業務

①母性並びに乳児及び幼児
の健康の保持及び増進に
関する支援に必要な実情
の把握を行うこと。

②母子保健に関する各種（妊
娠・出産・子育てに関し
て）の相談に応じ、必要
な情報提供・助言・保健
指導を行うこと 

③母性並びに乳児及び幼児
に対して、支援プランを
策定し、保健指導を行う
こと。

④保健医療又は福祉の関係
機関との連絡調整を行う
こと

⑤健康診査、助産その他の
母子保健に関する事業を
行うこと

①子ども家庭支援業務（実
情把握、情報提供、相談
対応、総合調整）に係る
業務

②要支援児童及び要保護児
童等並びに特定妊婦など
への支援

③関係機関との連絡調整
④その他（里親支援等）

①地域・家庭からの相談の
うち、専門的な知識及び
援助を必要とするものに
応じ、必要な助言を行う 
②市町村の求めに応じ、技
術的助言そのほか必要な
援助を行う 
③都道府県又は児童相談所
から、施設入所までは要
しないが要保護性がある
児童、施設退所後間もな
い児童など、継続的な指
導措置が必要であるとさ
れた児童や家庭への（都
道府県や児童相談所から
の）受託による指導する 
④里親及びファミリーホー
ムからの相談に応じる
等、必要な支援を行う 
⑤関係機関等との連携・連
絡調整

①相談（養護相談、障害相
談、非行相談、育成相談、
保健相談、その他の相談）
の受付 
②相談援助活動（調査、診
断、判定（アセスメント）、
見立て、援助指針（援助
方針）の作成とそれに基
づく援助活動）

主に配置さ
れる職員

保健師 
助産師 
看護師 
精神保健福祉士 
ソーシャルワーカー 
母子保健コーディネーター 
利用者支援専門員 
など

子ども家庭支援員 
心理担当支援員 
虐待対応専門員 
など

相談・支援を担当する職員 
心理療法等を担当する職員

指導教育担当児童福祉司（児
童福祉司スーパーバイザー） 
児童福祉司 
相談員 
医師（精神科医、小児科医）
（嘱託医でも可） 
保健師 
児童心理司スーパーバイ
ザー 
児童心理司 
心理療法担当職員 
弁護士（複数相談所を受け
持ちの措置もあり） 
その他必要とする職員 
など

参考文献 [26,27] [29,30,38] [29,39] [29,40]
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IV．多様な機関の設置による課題

表 1 や前項で示したように，児童の人権を守り，子ど
もの安全で健全な育成を目的とした多様な機関やセン
ターが存在する．表 1 では触れていないが，地域の子ど
もの安全な成長を見守るため，子育て支援を実施するそ
の他の機関，団体を含めるとさらに多様な組織が存在す
る．
図 2 は，厚生労働省が示す「市区町村における児童等

に対する必要な支援を行う体制の関係整理」の図である．
リスクのレベルに応じた子育て世代包括支援センター，
市区町村子ども家庭総合支援拠点，また児童相談所の関
係や役割，また関係機関が集まる要保護児童対策地域協
議会（以下，要対協）の関係が示されている．鈴木ら[31]
は，この図を参考に，拠点設置に関して，全国の市区町村，
都道府県へアンケート調査，またいくつかの市区町村に
ヒアリング調査を実施した．その結果，包括支援センター
と拠点との関係や連携の具体について不明確であり，ま
た図の中で示されているが，「同一主担当機関が 2 つの
機能（センターと拠点）の担い，一体的に支援をすると
記載があり，一体化が難しい」，「何をもって一体化と評
価すればよいのか」という声があがってきており，現場
での実施に際し，多くの課題があるという指摘がされて
いる．また，センターのガイドライン[27]でも，拠点の

スタートアップマニュアル[30]では，対象は地域のすべ
ての子ども・家庭（センターは特にすべての妊産婦・乳
幼児等）としている．つまり，ポピュレーションアプロー
チを基本姿勢とするセンターと拠点の両者が，お互いど
のような役割をもって地域の子どもや家庭を支援し守る
のか，具体的なしくみづくりに関しては，市町村毎に多
様な形が存在し，発展する可能性がある．

V． 包括的ケアの視点から考えられる児童虐待
予防と対応

上述したように，1 次予防から 3 次予防までの公衆衛
生的アプローチや妊娠から子育てまで切れ目のない支援
の実践には，専門職種間，また地域での多様な機関や組
織の有機的な連携による包括的なケアが求められている
[32, 33]．日本において，このようなしくみで地域での
支援をすすめようとしたのが，高齢者を対象の中心とし
て構築されてきた「地域包括ケアシステム」である．筒
井は[34]，「地域包括ケアシステム」では，地域包括支
援センターが中核的機関となり，保健師，ケアマネー
ジャー，社会福祉士の専門職がそれぞれの知識や情報を
共有し，「チーム」として支える方針が示されたと述べ
ている．さらに地域の各種サービスや住民活動などのイ
ンフォーマルな活動を含めた社会資源とのネットワーク

図 2　厚生労働省による「市区町村における児童等に対する必要な支援を行う体制のイメージ図」
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000365204.pdf
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化を構築することを示し，地域包括ケアシステムの導入
当初は「予防重視型システム」への転換のために，介護（福
祉）と保健（公衆衛生）の統合を意図するものであった，
と述べている．この統合は，日本の地域包括ケアシステ
ムの原点であった公立みつぎ総合病院で，昭和49（1974）
年から始まった取り組みであった[35]．しかし，筒井[34]
は，それらの統合は，多くの市町村でうまくいかず，十
分な成果が得ることができなかったと指摘する．児童虐
待予防と対応においても，この福祉と保健（公衆衛生）
の統合の形をもって，地域での児童虐待の予防を目指し
ているところだが，先に進展した高齢者を対象にした日
本の「地域包括ケアシステム」，また日本が実現しよう
としてきた「地域包括ケアシステム」とIntegrated Care
（統合ケア）の理論から，学べる点はないだろうか．
筒井[36]は，導入当初に推進された「地域包括ケアシ

ステム」が，計画通りに構築されなかった理由として，
ケアシステムを構築する当事者が，包括的ケアの目的を
十分に理解していなかった点，また当初目的とされた介
護（福祉）と保健（公衆衛生）のintegration(統合)に関
する知識や手法をもっておらず，最良モデルに関する情
報も乏しかった点，統合のための共通目的が，介護保険
と福祉サービスの提供システムの統合という認識のため，
地域での高齢者支援として新たなシステムをデザインす
る認識がほとんど醸成されなかった点をあげている．児
童虐待予防においても，図 2 が示す通り，福祉と保健
（公衆衛生）の統合によるシームレスなケアを目指して
いる．上述の，なぜ地域包括ケアシステムはうまく構築
されなかったのかという視点を裏返すと，包括ケアシス
テムを構築するためには，ケアシステムの目的を理解し
ていること，統合に関する知識や手法を学ぶこと，それ

は既存のサービス提供システムを統合するだけではなく
新たなシステムのデザインであるという認識をもつこと，
そして好事例からの多くの情報を得ること，となる．統
合に関する知識として，図 3 は，Lewisによる 6 つの統
合の類型とその説明である[37]．「組織的統合」は組織
の合併や契約により正式に統合される型，「機能的統合」
はクライアントの電子記録などが統合される型，「サー
ビス統合」は，様々な支援が多職種からなるチームなど
を通じて組織レベルで統合される型，「臨床的統合」は
提供する支援が，共通のガイドラインやプロトコルを使
用するなどして，サービス提供者間で一貫したプロセス
に統合される型，「規範的統合」とは，価値観を共有し，
協調して仕事に取り組むという倫理観により，ケアを提
供する上での信頼や協力を可能にすることであり，「シ
ステム的統合」は，すべての組織で，ルールや政策が一
貫していることである．児童虐待予防のため包括的ケア
を構築するにあたり，各関係機関の間でどの統合を目指
すかは，各自治体により様々になると考えられる．また
統合を目指す範囲により統合の型が異なり，現実には上
記の 6 つの統合の型が混在することになる可能性もある．
自分が今，どの機関（関係者）とどこまでの統合を目指
そうとしているのか，を常に意識する必要がある．例え
ば，自治体内でセンターと拠点をどのような位置づけに
して，どの統合を目指すのか，要対協において支援を提
供する関係者・関係機関との統合をどの型とするのか，
その判断は，各自治体の各組織のあり方により異なって
くる．
統合は，「垂直型統合」「水平型統合」で統合の範囲を
区別することもできる[37]．「垂直型統合」は，レベル
の異なるケア（ 1 次医療， 2 次医療， 3 次医療，児童虐待

図 3　統合ケアの類型
文献[37]の図を筆者が和訳，改変
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予防で考えると 1 次予防， 2 次予防， 3 次予防）を同じ管
理下にて行うようにすること，「水平型統合」は，同じ
レベルのケアを提供する組織が一緒になることである．
この統合は，組織合併をすることで統合する場合と，契
約や緩やかな連携で統合する場合がある[37]．国が示す
図 2 を見る限り，現在，構築を目指したい児童虐待予防
のためのケアシステムは，垂直的な視点での包括的ケア
を意図していると読み取れる．ただ，要対協の構成メン
バーの中には，垂直的な関係のメンバー，また水平的な
関係のメンバーも混在していると考えられる．子育て家
庭や被虐待児へのシームレスな支援を提供するためには，
関係機関の位置づけを明確にし，公衆衛生的アプローチ
である 1 次予防， 2 次予防， 3 次予防の役割をどの機関の
誰が担っており，どのような統合を進めたいかを明確に
し，包括ケアシステムの構築をすることが必要である．
日本の実践において，児童虐待予防のための子どもや

家庭をとりまく包括ケアシステムは，政策や施策に位置
づけられ，取り組みが開始されたばかりであり，過去の
経験からの学びも踏まえ，近い将来に好事例とよばれる
しくみが登場するのを期待したい．

VI．終わりに

本稿では，昨今の自治体における児童虐待予防のため
のしくみについて，その基盤となった児童虐待への公衆
衛生的アプローチの考え方を論じ，またそのアプローチ
を実際の現場で包括的ケアとして実践していくために，
参考となる我が国の「地域包括ケアシステム」構築の経
験と包括的ケアの理論を照らし合わせ，考察した．児童
虐待予防に包括的ケアが必要であると世界的にも示され
る中，地域包括ケアシステム構築の日本の経験を，児童
虐待予防の視点にも取り込み，そのしくみづくりを進め
る必要があるだろう．

本研究は，JSPS科研費21K11046の助成を受けて実施
された．本稿において，開示すべき利益相反（COI）は
ない．
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